
この概要は、平成６年８月１日に決定し、平成３０年１０月１日に変更決定した事業計画に基づいて作成しています。

１　位置及び面積 ３　換地の計画 ６　土地利用計画

　本地区は、小田急線「海老名駅」より南東に約４km、 　換地設計を行うにあたっては、現位置換地（換地 （１）用途地域 （３）深谷中央地区地区計画
相鉄線「さがみ野駅」より南に約４kmの綾瀬市のほぼ の位置を従前の宅地（土地）の位置とほぼ等しい位 　都市計画道路寺尾上土棚線及び都市計画道路早川本蓼 　良好な街並みの形成や快適な住環境への誘導、維持

中央に位置し、事業面積約５８．６haの地区です。 置に定めること。）を基本に行っています。 川線の交差点周辺のセンター地区を近隣商業地域、セン 及び保全をするために、地区計画を定めています。

ター地区を除いた都市計画道路寺尾上土棚線及び主要地 　なお、地区計画の内容は、次のものがあります。

２　整備計画 （１）施行前後の用地割合 方道丸子中山茅ヶ崎線沿いの沿道地区を準住居地域、そ 建物用途 地区の特性に応じて建築できる建築物

の他の地区は住宅地として第一種中高層住居専用地域及 等の用途を定めてます。

（１）道路計画 施行前 び第二種中高層住居専用地域となっており、全地区を準 敷地面積の 建築物等の敷地面積の最低限度を定め

防火地域に指定されています。 最低限度 てます。（商業200㎡、住宅150㎡）

公共用地15.8％ 　また、本事業区域内は、深谷中央地区地区計画を定め 壁面の位置 建築物等の壁面の位置について道路境

施行後 ています。

高さの 建築物等の高さの最高限度を定めてま

保留地4.5％ （２）土地利用の方針 最高限度 す。

・センター地区 形態または 屋根や外壁の色彩等を定めてます。

（２）平均減歩率 ２９．５６％ 　　商業業務施設の誘導と公共公益施設の集積を図り、 意匠

※　なお、各宅地の減歩率は、一定の計算方式によ 　綾瀬市の商業の核を目指します。 垣または 垣または柵の高さ、材料等を定めてま

　り算定されるため、平均減歩率よりも低い宅地や ・沿道地区 柵の構造 す。

　高い宅地があります。 　　道路交通による後背地への影響を考慮しつつ、地区

　に必要なサービス施設や中低層住宅の誘導を図ります。

（３）仮換地指定率 １００％ ・住宅地区

　　中心市街地における快適な住環境を備えた良好な住

　宅供給地とします。

（２）公園・緑地計画 ４　建築行為等の制限
・街区公園　　３箇所 ・緑　　地　　１０箇所 ７　工程計画
・近隣公園　　１箇所 ・緑　　道　　　１箇所 　本地区における次のような建築行為等については、制

限がかかります。

（３）河川・調整池・水路計画 ①　建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築

・河川（準用河川比留川） 整備済 ②　土地の形質の変更（掘削、盛土、切土等）

・調整池 ６箇所 ③　移動の容易でない物件（分割が容易でなく分割され

・水路（深谷第１号雨水幹線） 整備済 　た部分の重量が５ｔを超えるもの）の設置若しくはた ◎

　い積 ◎ ◎

（４）供給処理施設計画 　上記の行為については、造成工事等を行うにあたり、

・上水道 事業の障害にならないよう、造成工事等が完了するまで

　　神奈川県企業庁水道局から供給を受けます。 制限されます。

・下水道 　なお、造成工事完了後の仮換地の使用収益開始後に、

これらの行為を行う場合は、土地区画整理法第７６条の ８　事業施行期間
　　雨水排水は、側溝及び管渠により雨水調整池６箇所 規定による許可が必要になります。

　に貯水し、流出量を調整したうえで準用河川比留川に 平成６年８月１日～令和３年３月３１日

　します。　

・電気、電話 ５　権利（土地・建物）の異動について
　　事業の進捗に併せ、各企業が移設及び新設します。 神奈川県綾瀬市早川５５０番地

　土地・建物の売買は自由にできますが、権利を異動し 総事業費 １７，１００，０００千円 綾瀬市役所　都市部　新市街地整備室

（５）宅地造成計画 た場合は、届出が必要となります。 （収入内訳） 市役所（代表）
　この地区は全体的に東向きの傾斜地であり、部分的に 　なお、売買を行う場合には、土地区画整理事業の仕組 補助（国費） ２，２７６，４００千円 ℡０４６７－７７－１１１１
急なところもありますが、できるだけ現況を生かした造 みである次の事項を注意して行ってください。 補助（市費） ２，０６０，６００千円 直通　新市街地整備担当　
成を行っています。 ①　清算金（徴収・交付）が発生する場合があります。 地方特定道路 ２，５６３，０００千円 ℡０４６７－７０－１７０１

②　仮換地の使用収益が開始されるまでは、建築行為等 保留地処分金 ３，６０２，６９６千円

　が制限されます。 市単独費 ４，９００，１３４千円

③　仮換地指定された土地を分割する場合や売買を行う 公管金 １，６９７，１７０千円

　場合には、事前に問合せしてください。 令和２年６月作成

換地及び清算金を定めます。

換地計画の効力を発生させます。

事業の内容を定めます。

換地の位置、形状、面積等を定めます。

換地設計に基づき仮換地指定を行います。

造成、道路、下水道等の工事を行います。

4.5～6

　換地設計

　換地処分

　仮換地指定

　換地計画

　工　事

宅地（農地・山林・その他）84.2％

公共用地36.1％ 宅地　59.3％
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市の鳥「かわせみ」

◎

◎

綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業の概要

　　汚水排水は、大上深谷汚水幹線に接続します。

界や隣地境界からの距離を定めてます。

長峰大邸線

大久保大邸線

　清算金

９　資金計画

市の花「ばら」

市の木「やまもみじ」

清算金の徴収・交付を行います。
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